
事業継続力強化計画について

九州経済産業局



事業継続力強化計画認定制度の概要
⚫ 中小企業が行う防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定。

⚫ 認定を受けた中小企業は、税制優遇や補助金の加点などの支援策を活用可能。

【計画認定のスキーム】

中小企業・小規模事業者

①計画を
策定し
申請

経済産業大臣
（地方経済産業局）

●防災・減災に取り組む中小企業・小規模事業者

事業継続力強化計画の記載項目

認定対象事業者

②認定

連携して計画を実施する場合：
大企業や経済団体等の連携者

●事業継続力強化に取り組む目的の明確化
●ハザードマップ等を活用した、自社拠点の自然災害リスク認識と被害想定策定
●発災時の初動対応手順（安否確認、被害の確認・発信手順等）策定
●ヒト、モノ、カネ、情報を災害から守るための具体的な対策
※自社にとって必要で、取り組みを始めることができる項目について記載

●計画の推進体制（経営層のコミットメント）
●訓練実施、計画の見直し等、取組の実効性を確保する取組
●(連携をして取り組む場合)連携の体制と取組、取組に向けた関係社の合意

認定を受けた企業に対する支援策

●中小企業庁ＨＰでの認定を受けた企業の公表
●認定企業にご活用いただけるロゴマーク
（会社案内や名刺で認定のＰＲが可能）

●低利融資、信用保証枠の拡大等の金融支援
●防災・減災設備に対する税制措置
●補助金（ものづくり補助金等）の優先採択
●連携をいただける企業や地方自治体等からの支援措置

1



2

⚫自然災害以外のリスク（サイバー攻撃、感染症その他）についても、事業継続力強化における支援措
置の対象に追加。

事業継続力強化に関する基本方針の改正（R2年10月1日施行）

【改正項目①：支援対象の拡大】
○従来の運用上、法に紐付く融資、信用保険等の支援措置の適用は、「自然災害リスク」のみに限定。
事業活動に影響を与える自然災害等のリスクとして、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、
地滑りその他の異常な自然現象に直接又は間接に起因するリスクが想定される。～（略）～。そのため、中小企業者の事業継続力
強化については、右に掲げる自然災害のリスクを踏まえた事前対策を実施する取組を支援対象とする。

○一方、感染症への対応は喫緊の課題であることから、支援対象に感染症等の「自然災害以外のリス
ク」を追加。
事業活動に影響を与える自然災害等のリスクとして、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、
地滑り、サイバー攻撃、感染症その他の異常な現象に直接又は間接に起因するリスクが想定される。～（略）～。そのため、中小企
業者の事業継続力強化については、自然災害等のリスクを踏まえた事前対策を実施する取組を支援対象とする。

従来の基本方針 現行

【支援対象リスク】

自然災害リスク
（地震、洪水等） 改正 自然災害リスク

（地震、洪水等）

サイバー攻撃、感染
症その他自然災害
以外のリスク

サイバー攻撃等の自
然災害以外のリスク

【想定リスク】

融資、信用保険等 融資、信用保険等

【支援対象リスク】
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リスク想定

人

モノ

カネ

情報

対策・取組

1 2

発災時
の
対応

事業継続力強化計画申請書様式①（表紙を除いて４頁）
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事業継続力強化計画申請書様式②

○事業継続力強化計画申請書様式

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai

/keizokuryoku.htm
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平時の取組

資金調達の方法
（カネ）

導入設備の内容
（モノ） ※実施は３年以内

協力する団体一覧

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm


大切なビジネスを守るBCP事例集

⚫ 台風や地震などの自然災害発生時に、事業者が受ける被害を最小限に抑え、事業を
速やかに復旧・継続するためには、平時から事前に想定される被害を検討し対策をとっ
ておくことが重要。

⚫ 九州経済産業局では、危機的状況においても事業を継続できるよう様々な対策に取り
組まれている九州地域の中小企業等の事例集を公表。

【九州経済産業局HP】
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